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令和３年度 別府商工会議所  
商工従業員永年勤続者表彰の推薦について（ご案内）  

 

謹啓 会員事業所の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。  

平素より本商工会議所の事業推進にご協力をいただき厚くお礼申しあげます。  

さて本年度も、本商工会議所会員事業所に勤務する従業員の方を対象に、「商工

従業員永年勤続者表彰式」を下記日程にて開催いたします。  

本表彰式は、社業に精励し、他の模範となる優良従業員を称え表彰し、良好な雇

用環境の確立と一層の勤労意欲の向上を図るため毎年行っているものであります。  

なお、本年度はご希望の事業主様にもご参加いただき、主催者やご来賓等ととも

に被表彰者をお祝いする祝宴を催すこととしております。ご参加につきましては、

任意といたしておりますが、本表彰を契機に事業主様と従業員様とが、より固い絆

を結び社業発展に繋げていただくことの一助となれば幸いです。  

つきましては、裏面要領により、表彰に該当する従業員の方を１１月２６日（金）

までに本所宛ご推薦下さいますようお願い申しあげます。  
 

 敬 具  
 

記  
 

１．日 時  令和４年１月２７日（木）午前１１時～  

２．会 場  別府市内ホテル（予定）  

       ※ご推薦いただいた後に送付する表彰式のご案内にて  

ご確認ください。  

３．表 彰  表彰状、記念品を贈呈する。  

４．  懇親会  表彰式終了後、被表彰者並びに事業主の皆様を対象とした  

懇親会を実施いたします。詳細につきましては、ご推薦い  

ただいた後に送付する表彰式のご案内にてご確認ください。  

 

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止とさせていただく場合も  

ございますので予めご了承下さい。  



令和３年度「商工従業員永年勤続者表彰式」要領  
 

１．被表彰資格  

本商工会議所の会員である法人または個人の事業所（但し、勤続する事業

所が組織変更した場合は同一事業所として取り扱う）に、満１０年以上精勤

する者。  
 
２．表彰の種類  

勤続１０年、２０年、３０年、４０年、５０年の１０年ごと。  
 
３．勤続年数の計算方法  

令和３年９月３０日をもって計算し、表彰日現在で引き続き勤続中の者に  

限る。  
 
４．表彰の申込方法  

事業主は、被表彰者ごとに推薦書（別紙）を作成し、被表彰者１人につき、

１，０００円の負担金を添え、別府商工会議所まで申し込むこと。  
 
５．表彰の申込締切日  令和３年１１月２６日（金）午後５時１５分  
 
６．その他  

・表彰式並びに懇親会の出欠につきましては、ご推薦いただいた後に送付する  

表彰式のご案内にて確認させていただきます。  

なお、懇親会の会費につきましては、別途３，０００円申し受けます。  

・被表彰者には、表彰状（額縁付き）・記念品を贈呈します。なお、表彰式を  

欠席された方につきましては、２月上旬頃、表彰状並びに記念品をお届け  

いたします。  

・３０年以上の勤続表彰者は、翌年度以降の大分県知事表彰の本商工会議所  

からの推薦候補者となります。（ただし、役員の方、代表者の３親等以内  

の方は県の規定により候補者となれません。）推薦対象者になった際には、

事業所を通じて改めてご通知を行います。  

・本所に永年継続して加入され、３０年、４０年、５０年、…と、区切りの年

を迎える会員事業所に対しては、別に感謝状を贈呈します。なお、感謝状贈

呈の該当事業所につきましては、後日ご連絡いたします。  
 

問合せ 別府商工会議所 企画観光事業部（野口・福澤・田村）  

ＴＥＬ：２５－３３１１  


